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長崎県入札監視委員会

意 見 及 び 報 告 書

平成２０年３月

長崎県入札監視委員会
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長崎県入札監視委員会からの知事報告

長崎県におかれては、平成１３年度から施行された「公共工事の入札
及び契約の適正化の促進に関する法律」及び平成１７年度から施行され
た「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下「品質確保法」）
に基づき、建設工事入札契約制度の改善を図られ、その抜本的な改正に
取り組まれてきたところであります。このため、県発注工事の入札にお
いては、透明性、公正性及び競争性はかなり向上してきたと思われます。
また、品質確保法に基づく種々の施策を講じられ、工事品質の確保と

優良な建設業者の育成において一定の成果を上げられております。
一方、建設市場における建設投資と建設業者数のバランスが崩れた状

況は変わらず、入札参加者間の受注競争の激化による低価格での落札傾

向が続いており、工事品質や施工上の安全性の確保、また下請負人の保

護などがさらに重要な課題となっています。

当委員会は平成１９年度は２回の定例会議と３回の随時会議を開催

し、談合情報が寄せられた案件や入札結果に不自然さがみられる案件な

どを中心に抽出し、発注機関職員の対応、談合が起こりにくい入札制度

のあり方などを含め審議を行いました。

その結果、全体的には適正な入札が執行され、入札結果に不自然さが

見られる案件への対応については、発注機関の職員の意識改革も徐々に

図られつつあると評価されるものの、談合情報などに対する対応につい

ては、なお一層改善を図る必要があると考えております。

また、昨年８月に実施した、三重県入札等監視委員会の視察について

は、本県の入札契約制度や本委員会の今後の活動の在り方について大い

に参考となったところであります。

昨年１２月２１日、「長崎県公共調達システム改革工程表」が策定さ

れ、平成１８年１２月１８日に全国知事会が取りまとめた「都道府県の

公共調達改革に関する指針（緊急報告）」（以下、「知事会指針」という。）

に沿った入札契約制度の実現に向けた取り組みを始められたところです

が、当委員会としては、今後とも長崎県が透明性の高い、公正で適正な

入札事務に取り組まれ、入札及び契約制度の維持改善に努められますこ

とを要望し、次のとおり提言します。
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１．公共工事の入札及び契約事務の執行の適正化について

① 発注機関職員のコンプライアンスの徹底

入札及び契約の適正化と談合防止に関連した諸法令及び談合など

不正行為の事例について、入札を執行する職員はもとより、関係職

員の理解を深めるための教育や研修を行うなど、入札及び契約事務

の適正な執行に努めるとともに、法令遵守や談合防止についての意

識改革に、より一層努力すること。

② 予定価格の適正性の確保

通信設備工事などは、民間企業技術の進歩が著しく、標準歩掛な

どでは予定価格を算出することが困難である。しかも、工事の発注

段階において、工事目的物引き渡し後に生じる保守点検（維持管理）

のコストも考慮しておく必要がある。

そこで、このような工事については、積算担当職員に対する研修

の実施と適切な入札契約手続手法の検討などから予定価格の適正化

に努め、設計と施工を一括した発注方式の活用も検討すること。

③ 入札談合への取り組みの強化

談合情報に対する実効性ある取り組みとして、談合情報が寄せら

れた場合における聞き取り調査等の対応を形式的なものとせず、当

該発注機関以外のものによる調査の実施も視野に入れた長崎県談合

情報対応マニュアルの見直しを行い、談合防止に向けたより実効性

のある制度を検討すること。

また、入札談合に係る違法・不正行為を行った場合のペナルティ

の強化として、知事会指針の規定以上の指名停止期間の延長、違約

金特約の額の引き上げを検討すること。

④ 指名競争入札における入札者が１者の場合の取り扱い

指名競争入札において入札者が１者であった場合には、入札をや

り直す等の対応を検討すること。

２．公正な競争の促進について
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① 一般競争入札の拡大

知事会指針には、１千万円以上の工事について、原則として一般

競争入札によることとされており、当委員会も本県が現在試行導入

している１千万円以上１億円未満の一般競争入札を本格導入に移行

するようかねてより具申してきているところである。

早期に、１千万円以上の工事については、原則一般競争入札とす

ること。

② 電子入札の拡大

一般競争入札の拡大に併せ、電子入札の適用範囲も拡大すること。

③ 総合評価方式の拡充

平成１６年度より試行導入されている総合評価落札方式を積極的

に活用し、その対象案件の拡大に努めること。なお、拡大の際には、

価格以外の評価対象をよく研究・検証し、かつ発注機関としての客

観性を維持し、入札の透明性・公正性を確保すること。

３．工事品質の確保について

工事の品質や安全性、下請負人などへの影響が懸念される低価格受

注に対する対策を講じるとともに、品質確保法に基づく監理・監督・

検査体制の一層の充実を図り、工事品質の確保に努めること。

４．不良不適格業者排除対策について

本県では、現場点検Ｇメン、営業所立入調査事業を実施され、一定

の成果を上げておられるので、引き続き、その調査結果を活用し、不

良不適格業者の排除対策を一層進めること。

５．入札事務及び委員会の庶務担当部局について

知事会指針には、入札事務を事業担当部局から切り離し、独立性の

確保された専担組織において一括して行うことが提言されているの

で、本県においてもその実現性について検討を行うとともに、本委員

会の庶務を当該専担組織へ設置すること。
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６．長崎県と市町相互連携により入札契約制度改革へ取り組む体制づく
りについて
入札契約制度改革をより強力に、かつ、効果的に進めるため、県と

市町が相互連携して一般競争入札及び電子入札の導入並びに拡大、総
合評価方式の拡充等の新しい入札制度に対応する体制を構築するよう
努めること。

平成２０年 ３月１７日

長崎県入札監視委員会
委 員 長 横田 貞三

長 崎 県 知 事 金子 原二郎 様
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（別記）

平成１９年度第１回長崎県入札監視委員会

１．開催日 平成１９年８月３日（金）

２．委員会の審議内容

① 入札実施状況の報告
平成１９年１月から６月までの間に長崎県において実施した建設

工事の入札 ９５３件
（一般競争入札１２６件、簡易工事応募型指名競争入札０件、
抽選型指名競争入札２６件、指名競争入札８０１件）

② 指名停止の状況説明
平成１９年１月２２日から平成１９年７月１８日までの指名停止

１２１件について状況説明

③ 抽出事案
平成１８年１０月から１２月までの間に実施した入札のうち、５

件について審議を行った。

④ 事案審議について
談合情報が寄せられた案件や、１社を除いて予定価格を超過して

いる案件や１社を除いて最低制限価格を下回っている案件など、入
札結果に不自然さがある案件については、発注機関において調査を
行っているが、２件の案件において調査が不十分であり、不自然さ
が払拭されていないため再調査を依頼した。
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平成１９年度第２回長崎県入札監視委員会

１．開催日 平成２０年２月８日（金）

２．委員会の審議内容

① 入札実施状況の報告
平成１９年７月から１２月までの間に長崎県において実施した建

設工事の入札 １，３６４件
（一般競争入札２６７件、簡易工事応募型指名競争入札０件、
抽選型指名競争入札１６件、指名競争入札１，０８１件）

② 指名停止の状況説明
平成１９年７月１９日から平成２０年１月１５日までの指名停止

６０件について状況説明

③ 抽出事案
平成１９年１月から６月に実施した入札のうち、４件について審

議を行った。

④ 事案審議について
抽出事案中、談合情報が寄せられた案件の情報の入手方法、内容

とその後の対応について質問した。
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平成１９年度における随時会議の開催状況

１．開 催 日 平成１９年 ４月２４日（火）

協議事項：委員長及び委員長代理の決定並びに平成１９・２０年度

における入札監視委員会定例会議の審議方法について

２．開 催 日 平成１９年 ８月 １日（水）

協議事項：三重県入札等監視委員会視察

1) 「入札改革フォーラム三重」の聴講

2) 「三重県入札等監視委員会」の運営状況

3) 三重県における入札・契約制度の状況

３．開 催 日 平成１９年１０月１２日（金）

協議事項：再調査事案の審議について
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参 考 資 料

１ ． 長 崎 県 入 札 監 視 委 員 会 設 置 要 綱

２ ． 長 崎 県 入 札 監 視 委 員 会 委 員 名 簿
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長 崎 県 入 札 監 視 委 員 会 設 置 要 綱

（目的）

第１条 長崎県が発注する工事に関し、入札事務等における公正の確保と

透明性の向上を図るため、長崎県入札監視委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。

（委員会の役割）

第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 長崎県が入札、発注を行った工事の中から委員会が抽出したものに

関し、入札参加資格の設定及び指名の理由及び経緯について調査審議

を行う。

(2) 前号に規定する事務を行うほか、調査審議の過程において、入札結

果に不自然さ等を認めた場合は、入札執行者に対し、入札結果に関す

る入札参加者への聴き取り調査及びその結果の報告を求める。

(3) 前号の場合において、委員会がその報告に関して疑義があると判断

した場合は、入札執行者に対し指摘事項の改善等の措置を講じるよう

求めるとともに、指摘事項が入札談合に関するものについては、長崎

県談合情報等対応マニュアルに基づき公正取引委員会に通知するよう

具申する。

(4) 入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、意見の具申を

行う。なお、入札及び契約制度の改善に関するものは第５条によるも

のとする。

(5) 一般競争入札において競争参加資格がないと認めた理由及び指名競

争入札における非指名理由等に係る再苦情について審議を行う。

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事等からの依頼による案件等につい

て調査審議を行う。

（委員会の委員及び組織）

第３条 委員会は、委員９人以内で組織する。

２ 委員は、公共工事等に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、

公正中立の立場を堅持できる者のうちから、知事が委嘱する。
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３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

５ 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

６ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

７ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその

職務を代理する。

（会議の運営及び議決）

第４条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

３ 委員会は、「定例会議」と「随時会議」で構成する。

４ 第２条の事務に係る「定例会議」は、原則として、年間２回開催する。

５ 委員長は、必要なときは、「随時会議」を必要に応じ開催する。

６ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

７ 委員会の審議は、特に理由がある場合を除き公開を原則とする。なお、

委員会における議事の概要は、会議終了後速やかに公表するものとする。

この場合において、公表の方法は、記者発表等により行うものとする。

（長崎県建設工事入札手続等検討委員会との連携について）

第５条 入札事務等の透明性及び公正性並びに競争性の向上を図るため、

長崎県建設工事入札手続等検討委員会（以下「検討委員会」という。）

と次に掲げる事務について連携を図るものとする。

(1) 検討委員会が行う入札及び契約制度の改善（軽微なものを除く）に

ついては、中間報告を受けるとともに、必要に応じ意見等を具申する。

(2) 検討委員会において決定された事項については報告を受けるものと

する。

(3)その他、委員会は必要と認めたときはその都度検討委員会に対し意見

を具申することができる。

（意見の具申又は報告）
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第６条 委員会は、第２条各号の事務に関し審議を行い、年に１度、審議

状況を知事に報告するものとする。

２ 委員会は第２条各号の事務に関し、改善すべき事項等があると認めた

ときは、知事に対して意見の具申を行うことができる。

３ 委員会は、意見の具申を行った場合、改善等の状況についての報告を

求めることができる。

（委員の除斥）

第７条 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係する事項の審議

に加わることができない。

（委員の守秘義務）

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。

（委員会の庶務）

第９条 委員会の庶務は、土木部建設企画課において処理する。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。

附 則

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

この要綱は、平成１５年５月１日から施行する。

この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。

この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。
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長崎県入札監視委員会委員名簿

区 分 氏 名 職 業 備 考

横 田 貞 三 経 済 同 友 会 会 員 委 員 長
（ 長 崎 市 ）

経 済 分 野
谷 川 善 隆 税 理 士
（佐世保市）

法 律 分 野 梅 本 義 信 弁 護 士 委 員 長 代 理
（長崎市 ）

技 術 分 野 原 田 哲 夫 長 崎 大 学 工 学 部
（ 長 崎 市 ） 教 授

浦 川 勝 委 員 長 代 理
（ 長 崎 市 ）

泉 田 正 一 公 募 委 員
（ 長 崎 市 ）

梅 崎 薫
学識経験者 （福岡市）

筒 井 淳
（時津町）

井 田 洋 子 長崎大学経済学部
（長崎市） 准 教 授


